
仕様書


１．事業名
[bookmark: _Hlk189667849][bookmark: _Hlk189667945]伴走型支援による府立学校働き方改革推進事業（支援学校及び実業高等学校）


[bookmark: _Hlk183515108]２．事業の趣旨・目的
大阪府では、ＩＣＴを活用した業務効率化や多様な人材配置の取組に加え、長時間勤務の要因に関する分析結果にもとづき、部活動方針の遵守など府立学校全体の課題に応じた働き方改革の取組を進めている。
また、各校においても学校のミッション達成に向けた取組や魅力づくりの取組など、教育内容の充実をはかる特色ある取組を展開しつつ、校務運営の効率化など働き方改革の取組を進めている。
これまでの取組により、教員の時間外在校時間は、ピーク時から３割程度減少するなど、一定の成果がみられるものの、未だ長時間勤務となっている教員も多数いることから、本府においても「業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定し、更なる取組を進めているところ。
本事業では、これまで進めてきた府立学校全体の課題に応じた取組では解決することが困難である学校固有の課題を解消するため、学校が主体となり、コンサルタントとともに自校における本質的な課題を掘り下げ、これを解消するための取組を実施するとともに、校内に改善のＰＤＣＡサイクルを構築（改善サイクルの内製化）することとしている。
これまでの取組に加え、本事業によって各学校の実情を踏まえた取組を後押しし、変化し続ける（自走する）組織づくりを進めることで、長時間勤務を縮減するとともに、教員の働きやすさと働きがいを実現し、教育の質の向上をはかる。

【参考】府立学校教員の年間時間外在校等時間の平均
	時間/人
	全校種
	高等学校
	
	支援学校

	
	
	
	全日制
	定時・通信制
	

	令和４年度
	337.1
	－
	416.0
	162.5
	230.5

	令和５年度
	308.1
	－
	383.8
	155.0
	208.8

	令和６年度
	297.7
	358.5
	370.2
	132.6
	200.1


※時間外在校等時間の上限を定めた規則：年間の上限時間は360時間（特別の事情がある場合は720時間）

【参考】　府立学校教員の働き方改革（大阪府ホームページ）
https://www.pref.osaka.lg.jp/o180100/kyoshokuink/hatarakikata/index.html



３．事業実施校と求める支援
府立学校　５校程度（支援学校のほか、農業・工業等の専門教育に関する学科を設置する高等学校等を想定。以下、「支援学校及び実業高等学校」という。）で事業を実施する。

【事業対象校の特性を踏まえた支援】
本事業の対象校である支援学校及び実業高等学校は、総じて学校規模が大きく、学部・専科等のセクション別で日常の業務が完結する等、組織体系が普通科等の高等学校とは異なっていることから、働き方改革を進めるにあたっても学校全体で取組を実施することが困難であり、学部・専科等の特性を踏まえたアプローチが求められる。
加えて、支援学校及び実業高等学校における伴走型支援の実績は全国的にも少ないと考えられる。
このような状況を踏まえ、コンサルタントには、支援学校及び実業高等学校の教育内容や教員の勤務実態に応じた支援スキームを構築する役割を求める。

【学校の主体性を尊重した支援】
[bookmark: _Hlk220318111][bookmark: _Hlk219465885]本事業の趣旨から、コンサルタントが現状分析・課題設定を行って解決策を提示し、クライアント（本事業では学校）が受動的に対応する、いわゆる「医師-患者型」の支援は馴染まず、学校主体で改善サイクルの構築を実現することができる伴走型の支援を求める。
また、各校における長時間勤務の要因や業務遂行上の課題が多様である状況を踏まえると、一律のパッケージによる支援は本事業に馴染まず、学校の実情やビジョン、本事業に対するニーズを踏まえて柔軟に手法を変化させることができる支援が必要である。
従ってコンサルタントには、学校との信頼関係を構築し、対話を通じて本質的な課題への気づきをもたらし、実施校が納得感と当事者意識を持って課題解決に向けた取組を進めることができる伴走者の役割や、課題解決の成功体験を学校内に蓄積し、新たな取組に着手する際の心理的な障壁を取り除き、事業終了後も継続して改善に取り組むことができる仕組みをつくる役割を求める。


４．契約期間
契約締結日　から　令和９年３月31日　まで


５．委託上限額
7,666,000円（税込）
※本事業の履行に必要な経費のうち、実施校が独自に行う取組に係る経費を除くすべての経費を含む。


[bookmark: _Hlk182565236]６．業務内容
次の（１）から（３）の業務を委託することとし、各項目記載の事項について企画提案を求める。

（１）プレ支援（実施校との事前調整）
次のア及びイを実施すること。
[bookmark: _Hlk220318396]ア．実施校の学校長や事業担当者（以下、「学校長等」という。）から、学校経営方針や経営目標、働き方改革の目標や課題等、学校の実情及びビジョンを丁寧に聞き取り、本事業に対するニーズを明らかにすること。
イ．上記アにより聞き取った実施校のニーズ及び事業目的を踏まえた支援プラン・スケジュールを作成し、学校長等及び教育庁へ提示し、その了承を得ること。

	【企画提案を求める事項】
効果的に支援を行うためには、コンサルタントが丁寧にヒアリングを行い、実施校との信頼関係を構築するとともに、事業目的や実施校のゴールを踏まえて支援方針を決定する必要がある。
これを踏まえて次の事項について提案を求める。提案にあたっては独自のノウハウや実績を踏まえた提案を行うこと。また、その他必要と考えられる事項があれば併せて提案を求める。

ア．プレ支援の手法（※少なくとも次の（ア）から（エ）の観点を含めること。）
（ア）コンサルタントの選定
（イ）実施校のニーズの把握
（ウ）実施校のニーズ及び事業目的を踏まえた支援プラン・スケジュールの作成
（エ）学校長等及び教育庁担当者との相互理解

イ．その他想定される課題と当該課題に対する対応
例）事業に対する認識の乖離、職員間の不和、コンサルタント等への不信感　等




（２）基本的な支援
次のア及びイを実施すること。
1． プレ支援で聞き取った内容等を元に、実施校の実情に合わせた支援スキームを構築し、実施す
る。
なお、実施にあたっては実施校が円滑に取組を進めるために必要なサポートを行うこと。
また、対面によるコンサルティングを基本とするが、オンラインを併用することも可とする、また、各校の取組や進捗を踏まえてコンサルティング回数を調整することも可とする。
[bookmark: _Hlk219467702]イ．実施校から相談がある場合は随時対応し、迅速に実施校の課題解決をはかること。

	【企画提案を求める事項】
　 実施校の実情に合わせた支援スキームを、どのように構築し、実施するのか提案を求める。
また、本事業の目的を達成するためには、コンサルタントが実施校の目線に立って考えつつ、校内では気づきにくい第三者としての視点やこれまでの経験から得た知見をもとにした投げかけを行うことなどによって職員に気づきをもたらすことで、実施校が自ら課題を設定し、行動できるよう支援する必要がある。
なお、支援プロセス全体を通じて職員の意識変容を促し、学校のモチベーションを高め、改善の成功体験を校内に蓄積するなど、新たな取組に着手する際の心理的な障壁を取り除き、事業終了後も継続して改善に取り組むことができる仕組みをつくる必要がある。
これを踏まえて次の事項について提案を求める。提案にあたっては独自のノウハウや実績を踏まえた提案を行うこと。また、その他必要と考えられる事項があれば併せて提案を求める。

ア．コンサルティングの手法（※少なくとも次の（ア）から（オ）の観点を含めること。）
（ア）職員の動機付け
（イ）実施校による目標及び課題の設定
（ウ）実施校による課題解決のための取組
（エ）取組の評価
（オ）改善サイクルの内製化

1. 実施の手法
  プレ支援で策定した支援プラン実施の手法

ウ．相談対応の手法
相談手段、対応可能時間、具体的な対応例　等

エ．その他想定される課題と当該課題に対する対応
例）実施校のモチべ―ションが低い、変化への反発がある（不要なことなどない、外部の者に何がわかるのか等）、課題設定や解決策の実行が困難（課題が見えない・向き合えない、実行する者がいない、職員がついてこない等）　等




（３）追加の支援
実施校と適宜コミュニケーションをとって進捗を把握し、教育庁担当者と共有するとともに、進捗が遅れている場合には、必要に応じて支援プラン・スケジュールを修正し、追加の手立てを講じるなど、事業目的の達成に向けたフォローアップを行うこと。

	【企画提案を求める事項】
学校の自走を促す本事業の性質から、内発的な動機の形成や改善サイクルの構築に必要となる時間は、実施校毎に大きく異なることが想定される。
また、組織として取組を進めるにあたっては、職員間の意見対立やうまくいかないことによるモチベーションの低下、変化に対する心理的な障壁や学校内外におけるしがらみの打破など、取組そのもの以外の課題が生じ、その解決に多くの時間を要することが想定される。
これを踏まえて次の事項について提案を求める。提案にあたっては独自のノウハウや実績を踏まえた提案を行うこと。また、その他必要と考えられる事項があれば併せて提案を求める。

ア．進捗管理の手法

イ．進捗が遅れている学校に対する支援の手法（上記（2）基本的な支援とは別途実施するもの）

ウ．その他想定される課題と当該課題に対する対応





７．実施体制
次のア～ウを実施すること。
ア．本事業を効果的かつ円滑に実施するために必要な人員の確保及び体制整備を行うこと。
イ．教育庁と連携して事業を進めること。また、下表のとおり、教育庁に対して実施校毎の状況を報告すること。
ウ．中間報告及び実績報告を行うにあたり、事前に成果指標を教育庁と協議の上定めること。

	報告時期
	報告内容

	（１）令和８年６月末日
	①成果指標の決定
【実施校毎に作成】
1 学校のニーズ
2 支援プラン及びスケジュール

	（２）随時
	コンサルティング記録（必要に応じて相談対応記録）

	（３）令和８年９月末日
（中間報告）
	【実施校毎に作成】
①学校が設定した目標
②具体的な支援内容及び学校の取組内容
③取組実績（業務改善の状況、働きがいや業務へのモチベーションに対する教職員のマインドの変化）※
④今後の支援方針
※成果指標に対して、定量的な評価及び定性的な評価を行うこと。また、定量的な評価には時間外在校等時間の状況を含めること。

	（４）令和９年３月末日
（実績報告）
	【実施校毎に作成】
①学校が設定した目標
②具体的な支援内容及び学校の取組内容
③取組実績（業務改善の状況、働きがいや業務へのモチベーションに対する教職員のマインドの変化）※
④令和９年度以降の見通し
※成果指標に対して、定量的な評価及び定性的な評価を行うこと。また、定量的な評価には時間外在校等時間の状況を含めること。


※提出形態は電子データとし、Excel・Word・PowerPoint等の加工可能な状態で納品すること。
※（3）及び（4）は、他の府立学校や府内市町村教育委員会等への共有、次年度予算要求資料としての活用を前提として、伴走型支援に馴染みのない者であってもその取組や効果が理解できるよう作成すること。

	【企画提案を求める事項】
提案事業者には、「事業理念に沿った支援」、「限られた時間の中で自走する組織をつくるノウハウ」、「事故等があった場合にも事業を円滑に進めることができる人員体制」を求める。
これを踏まえて次の事項について提案を求める。提案にあたっては独自のノウハウや実績を踏まえた提案を行うこと。また、その他必要と考えられる事項があれば併せて提案を求める。

ア．公立学校における伴走型支援の実績 （※支援対象校の校種を全て示すこと）

イ．コンサルタント及び運営スタッフ等の人員体制及び管理体制

ウ．実施校以外の学校に対する事業効果の波及
例）学校長等を対象とした研修の実施、教育庁職員等が本事業を通じて自走する組織づくりに向けたマインドやアプロ―チの手法を学ぶことができる機会の提供
エ．次年度以降の事業実施に向けた業務フローの作成


[bookmark: _Hlk219471545]
８．スケジュール
	令和８年３月30日（月）
	公募開始

	令和８年４月６日（月）
	説明会

	令和８年４月10日（金）
	質問受付締切

	令和８年４月30日（木）
	提案書類提出締切

	令和８年５月25日（月）
	選定委員会（予定）

	令和８年５月下旬頃
	契約締結・事業開始

	令和９年３月31日（水）
	事業終了




９．再委託
再委託は原則禁止とする。ただし、研修の開催等、専門性確保等の観点から一部を受託事業者において実施することが困難な場合や、受託事業者が自ら実施するより高い効果が期待される場合は、事前に教育庁と協議し、承認を得た上で、再委託を実施することを可能とする。


10．書類の保存
全ての証拠書類は、本事業終了日の属する年度の翌年度４月１日から起算して５年間保存しなければならない。


11．その他
（1）　本事業の実施で得られた成果（著作物等）、情報等については大阪府教育委員会に帰属する。本事業に関する成果物については、公表が想定されることに留意すること。
（2）　受託事業者は、契約締結後直ちに事業の実施体制に基づく事業責任者を指定し、事業スケジュールとあわせて教育庁へ報告すること。
（3）　事業を行うにつき、当該業務が法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている必要がある場合には、当該免許、許可、認可を受けていること。
（4）　契約締結及び事業実施にあたっては、必ず教育庁と協議を行いながら進めること。
（5）　受託事業者は別途示す個人情報保護に関する『誓約書』を提出すること。また、業務上知り得た個人情報を紛失し、又は業務に必要な範囲を超えて他に漏らすことのないよう、万全の注意を払うこと。
（6）　労働関係を含め、関係法令を遵守すること。
（7）　事業実施にあたり本仕様書に明示なき事項及び疑義が生じたときは、教育庁と受託事業者で協議の上、事業を遂行すること。その他、事業の実施に際しては教育庁の指示に従うこと。
1

